
改訂健康パンフ発行後の
職員健康を守る取り組みの

到達と課題
民医連における「健康で働きつづけ
られる職場づくり」への取り組み

労働安全衛生活動強化の主な経過
準備期

1)2002年2月,第35回定期総会で職員の健康管理の重要性を指摘し対策の
強化を確認（その後も2年毎の総会で確認）
2)2002年10月,職員の健康管理ＰＪ(職員育成部)発足

第1期
3)2003年3月,第1回職員の健康を守る交流集会
4)2004年4月,指針パンフレット「健康で働き続けるために(案)」発行

ステップ・アップ・プラン・チェックリストを提起
5)2004年9月,前述パンフの徹底促進全国会議
6)同年9月,共済組合で健康管理に関する講演や活動の交流
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第2期
7)2005年3月,第2回職員の健康を守る交流集会
8)2006年2月,第37回総会「健康職場の5つの視点」
9)2006年3月,日本産業衛生学会「医療従事者のための産業保健研
究会」
10)2006年4月,産業医・衛生管理担当者交流集会
11)2007年9月,第3回職員の健康を守る交流集会(メンタルヘルス対
策に重点)
12)2008年2月,第38回総会「健康職場づくり7つの課題」
13)2009年6月,パンフレット改訂し、普及のための全国と5地協で
の学習会



第3期
14)2009年,第4回職員の健康を守る交流集会

「ノーリフティング」の取り組み推進
15)2011年,東日本大震災

「被災地の職員や支援職員の健康を守る活動の重要性」
16)2012年,第5回職員の健康を守る交流集会

「ノーリフティング」「暴力・暴言」
17)2013年,厚労省から職場における腰痛予防対策指針
18)2014年,第6回職員の健康を守る交流集会

「腰痛予防」「暴言・暴力」「メンタルヘルス」
19)2014年 パンフレット三訂版 発行

第4期（メンタルヘルスとハラスメントの問題を制度より先駆けて議論）
20)2015年,ストレスチェック制度
21)2016年,熊本地震「災害対策本部にヘルスケア部門の位置付け」
22)2016年,第7回職員の健康を守る交流集会

「ストレスチェック制度」「パワハラ」「ノーリフティング」
23)2017年,第8回職員の健康を守る交流集会

「産業医育成」「メンタルヘルス」「ノーリフト」
「大災害時に職員の健康を守る」

24)2019年,第9回職員の健康を守る交流集会
「両立支援」「ハラスメント」「感情労働」

第5期(コロナ禍）
25)2020年,「新型コロナウイルス感染症に関する職員のヘルスケア指針」

「職員のみなさんのセルフケアのための10のヒント」（2020年5月25日発行、
12月18日増補改訂版）を発行。

26)2020年～,職員の健康を守る動画シリーズ
27)2021年,「コロナ禍における職員の健康を守るヘルスケア交流集会」

（2021年6月5日）をオンライン開催
28)2021年,第10回職員の健康を守る集会（2021年11月6日）をオンライン

開催
29)2022年、2023年,全日本民医連第45期労働安全衛生そもそもセミナー

(2022年6月11日)(2023年6月10日)
30)2022年,全日本民医連ヘルスケアチーム実践交流セミナー～職員のメ

ンタルヘルスをテーマに～(2022年11月26日)
31)2023年,全日本民医連公認心理師・臨床心理士交流集会(2023年8月)

第6期(コロナ禍後）
32)2023年,第11回職員の健康を守る集会（2023年12月9日～10

日）を大阪で開催
33)健康パンフ2024年改定版発行(2024年2月)

各地で学習会開催
34)2024年、2025年,全日本民医連第46期労働安全衛生そも

そもセミナー(2024年2025年6月)
35）ノーリフティングケア・オンラインセミナー(2025年2月)
36)第2回全日本民医連公認心理師・臨床心理士交流集会

(2025年7月)



「健康職場の５つの視点」

① 個人にとって適度な質的量的負荷かどうか
② 職員の安全安心は保たれているかどうか
③ 技術的に研修の保証がされているか
④ 使命が明確で評価されているか
⑤ ライン内・職場間・職種間で少数意見が保証されコミュニ

ケーションが向上している

9

全日本民医連第37回総会方針

「健康職場づくり７つの課題」

① 保健師も含めた衛生管理者の専任化と管理部 の連携
② 保健師・医師面接や相談室の設置
③ メンタルヘルス不全などの困難者を抱える職責 者への

「職場復帰支援チーム」の設置
④ 職員の「特定検診・特定保健指導」の向上
⑤ 予防的作業管理（筋骨格系疾患予防の人間工 学的対策導

入など）の重視
⑥ 職場環境改善のための予算化
⑦ 小規模事業所の衛生活動への援助
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全日本民医連第38回総会決定
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青・赤・黄の民医連の健康職場づくりの
基本パンフ

2024年版 目次
序章 はじめに(そもそも論)

１ 民医連職員の健康管理を進めるうえでの課題と視点

１ 事業所管理者の責任

２ 法律や指針などの活用

３ 医療の安全性と職員の健康管理

４ 労働安全衛生５管理と労働安全衛生の マネージメントシステム

５ 人間工学の活用

６ 小規模事業所での安全衛生活動

７ 労働組合運動と命を守る運動との協力・共同

８ 民医連の共済活動について

９ 管理職の健康管理

２ メンタルヘルス対策

１ 総論

１）医療福祉分野の労働者のメンタルヘルス状況

２）職業性のストレスの考え方

３）メンタルヘルス対策

４）ストレス対策における個人情報保護

５）民医連にとってのメンタルヘルス対策

２ 実際の進め方

１）学習・研修

２）調査活動

３）相談活動

４）職場復帰支援

５）産業医の役割

６）健康職場づくり（職場環境改善）

７）危機介入

８）ストレス対策の評価

９）ラインケア

３. アルコール関連問題を予防しよう

１）現状

2）適正な飲酒量

3)様々な問題に関連

4）予防と介入

３ ハラスメントのない職場づくり

１ はじめに

２ 職員から職員へ

３ 患者利用者その他ネオ関係者から職員へ

４ ハラスメント防止の対策

４ 作業関連筋骨格系疾患（頸肩腕障害・腰痛症）の予防対策

１ 介護・看護作業による筋骨格系障害の発生要因

２. リスクの評価とリスクの回避・低減措置の検討と実施

３ リスクの再評価、対策の見直し

４ 健康管理

５ 労働衛生教育等

５ 多様性などに配慮したヘルスケア

１ 女性労働と健康

２ 高齢労働者

３ 障害(特性)を持つ人 発達的な特性や心身の障害等を背景に持つ職員

４ LGBTQ

５ ガン・透析など治療を受けながら働く労働者への配慮(両立支援)

６ 新入職員

6 民医連職場におけるその他の課題
１ 予防接種・結核・HIV

２ 抗ガン剤の安全対策

３ 化学物質による健康被害を防ごう

４ 過重労働による健康障害を防ぐために

５ 職場における禁煙対策

７ 大災害時に職員の健康を守る

1） 被災事業所の職員の健康を守る

2） 支援者の健康を守る

3） 全日本民医連としての支援

８ 感染症パンデミックなど長期の災害時の職員の健康を守る

１ ヘルスケア指針を通じた活動内容

２ 管理者不在時のBCP対策など

３ コロナ禍の労災について

９ 資料編
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改定のポイント

① 労働安全衛生の基本(そもそも論)を改めて整理した
②コロナ禍で問題が露呈した小規模事業所および介護事業所、
在宅分野での安全衛生活動、管理職の健康管理について言及し
た
③「ノーリフト」から「ノーリフティングケア」に、福祉機器
や福祉用具を活用しながら介護の安全性を高めケアの質を上げ
ることと総合的な腰痛予防を両輪として進めることを提起した
④2024年4月から始まる医師の働き改革について言及した
⑤引き続き重要な課題である職員のメンタルヘルス対策につい
て分かりやすく整理した



⑥職員育成指針2021年版でも強調している心理的安全性の高い
職場作りが、職員のメンタルヘルス維持に重要
⑦近年、問題となっている暴言・暴力・ハラスメントへの対応
について独立した章でまとめた
⑧第三版では分散して書かれていた多様性などに配慮したヘル
スケアについて独立した章としてまとめたこと、そのなかでも
新たに、障害(特性)をもつ人、新入職員、LGBTQについての項
目を加え、近年、職員の年齢構成が若い人から高齢に変化して
いることを踏まえ、高齢労働者についても言及した
⑨コロナ禍など⾧期の災害時のヘルスケアの取り組みについて
独立した章としてまとめたこと

職員の健康を守る交流集会
県連宛事前アンケート

その他:

• 県連としてはない。法人及び事業所（安全衛生委員会など）で
はそれぞれ対応する部署がある/鳥取

• 県連の職員育成部に職員健康管理委員会を設置/北海道

• 勤医協に法人衛生委員会があり、他法人からも参加してもらえ
るよう声をかけている/石川

• 医療介護活動委員会から｢1職場、1HPH｣に取り組むようニュー
スを発行している/徳島



その他

• 法人衛生委員会で学習した。全職員への配布、学習は検討中/
石川

• アンケート項目を参考に職責者と事業所管理者にアンケートを
取り、腰痛について今年度は取り組むことにした/山梨

• 委員会内で開催されている/熊本



5.全国に紹介したい 県連内の取り組みがあれば教えて
下さい(任意)

• 2ヶ月に1回8法人の委員が参加する委員会を定期開催し、ミニ学習も行っ
ている/北海道

• 東京民医連の職員健康管理委員会と社会医学研究センターが共催で実施し
た「職員の健康とメンタルヘルス連続学習会」/東京

• そもそもセミナーで岡田先生が「地域産業保健センターを図書館くらいの
気楽さで訪問して良いです」と言われていたので、年２回まで無料の「メ
ンタルヘルス対策」学習会を、兵庫産業保健総合支援センターに講師をお
願いしています。「管理職向け」と「若手・新入職員向け」と２回開催し
ました。無料最高です！/兵庫

• ハラスメント目安箱の設置/香川

民医連職場の健康問題ポイント

• メンタルヘルス対策
• ハラスメント対策
• 災害時の職員の健康対策
• 腰痛予防対策・ノーリフティングケア
• (多様性などに配慮したヘルスケア、合理的配慮について）

ハラスメント対策は人権を守る取り組み
である
1. なぜハラスメントは人権問題なのか
• 人権の侵害

人は「安全に・尊厳をもって生活する権利」を持っています。
ハラスメントはその権利を侵害します。

• 自由と平等の侵害
性別、年齢、国籍、障害、信条などによる差別的な言動は、法
的にも禁止されています。

• 心身への重大な影響
精神的ストレスや健康被害、自己肯定感の低下、キャリア断念
など深刻な結果を招きます。

2. 関連する法律や国際的な枠組み（日本の場合）
• 憲法 第13条・第14条：幸福追求権と法の下の平等
• 労働施策総合推進法：職場のパワハラ防止措置を事業主に義務

付け
• 男女雇用機会均等法：セクハラ防止義務
• ILO条約190号（暴力とハラスメント禁止）など国際的基準
3. ハラスメントを人権問題として考える視点
• 加害者・被害者の二項対立ではなく、人権を守る組織文化の構

築
• 沈黙は容認と同じという意識
• 予防教育と環境整備（研修、相談窓口、ポリシー策定）
• 被害者の回復支援（医療、カウンセリング、再発防止策）



ハラスメントによる心の病
多くのケースが最初ストレスのためとして
• 「適応障害」の診断が多い。
• もちろん受診時すでに「うつ病」「PTSD」の診断になる方もいる。
• 「適応障害」が⾧引き、「うつ病」になったり、「PTSD様症状を伴う持

続トラウマ反応」（DSM-5‐TR、2022）になったりする。より重症化し、
遷延しがちである。

「パワーハラスメントはあってはならない人為的災害であり、人為的出来
事であるがゆえに被害者にダメージが残る。よって予防第一であり、生じ
た場合は可及的に早期の現場介入が必要で、事後になるほど結果は不良と
なる」（津久井要）

松浦健伸先生スライドより

被害者への対応～疾病モデルではなく、権利侵害モデルで対応する～
～二次的ハラスメントを防ぐ

ハラスメントを受けると、人間不信になりやすく対人態度は過敏になりがち
やっと相談にきたのに、相談者が自分を理解してくれないと感じれば、不安
や抑うつではなく、怒りとして反応するかもしれない。
相談者から、あなたにも責任があるとかスキルが劣っていたのではないかな
どの言動あれば、なおさらであり、相談にきて二次的なハラスメントを重ね
ることになる。
これは事実確認などのために行為者と面談する場合にもありえます。
対応は疾病モデルではなく、トラウマ反応の場合にはまずは権利侵害モデル
が大切（被害を受け、その人が本来もっている権利が損なわれている状況か
らの回復を心身の回復とともに考慮するという見方：森田展彰）

松浦健伸先生スライドより

職場づくりにつながっている
(ケアの倫理Caf の感想より)
• 語り合うこと自体がケアとなり、コミュニケーション、相互理解、チーム力向上、

良質なケア実践に
〇普段、業務以外の話はしない人とも、コミュニケーションを深める
ことができた。
〇職員もケアを必要としていると気づかされた。互いにケアし合える
職場にしたい。
〇仕事で辛かった時に、みんなに声をかけてもらい本当にケアして
貰ったと実感した。
〇一人で抱え込まないために相談できる仲間や職場づくりが大切。話
せる職場、気兼ねなく言える職場がモチベーションアップに繋がり、
利用者様の笑顔につながる。
〇職員が健康でなければ良いケアを提供できないのは強く実感する。

第46期第3回評議委員会方針 第2章

• 現在すすめている「ケアの倫理」Caf では、「誰もがケアしケアさ
れる存在」「利用者からも多くのケアをもらってきた」など、ケア
実践をとらえなおす機会となっています。日常実践のなかで感じる
とまどいや喜びの意味を語り合い、自分たちの言葉としてつかみな
おすことで、あらためて民医連に確信を持ち、原点を守り育てるこ
とにつながります。「ケアし合う職場づくりが、より良いケアにつ
ながり、経営改善にも生きる」「職員育成指針の実践」「民医連の
活動そのものが社会のケア」などの感想も寄せられ、民医連の未来
につながるとりくみとして実感されています。「診療報酬・介護報
酬をあげるなど、ケアする人をケアする制度が必要」「軍事費より
ケアを」など「ケアが、放棄できないいとなみ」として公的に評価
されることの必要性が切実さをもって語られ、今日の困難を乗り越
えていくうえで「ケアの倫理」を学ぶことの大切さが鮮明となって
います。「ケアの倫理」Caf を第47回総会にむけて、とりくみをひ
ろげましょう。


